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（目的） 

第１条 この要綱は、在宅の高齢者及び障害者（以下、「高齢者等」という。）が、安全かつ快適な生活ができる
ように住宅を改造する場合に必要な経費を助成することにより、当該高齢者等の自立促進、寝たきりの防止及
び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。 

（適用） 

第２条 この要綱に定めるほか、高齢者及び障害者住宅改造費助成金（以下「助成金」という。）の交付につい

ては、熊本市補助金等交付規則（昭和４３年規則第４４号）によるものとする。 

（助成の対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。 

（１） 熊本市に居住及び居住予定で次に掲げるいずれかに該当する者。 

ア ６５歳以上の者で、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規定による要介護認定により要

介護者又は同法第３２条の規定により要支援者と認定された者。 

イ ６５歳以上の者で、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規定による要介護認定により要

介護者又は同法第３２条の規定により要支援者と認定された者であり、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が１級又は

２級の者。 

ウ ６５歳以上の者で、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規定による要介護認定により要

介護者又は同法第３２条の規定による要支援者と認定された者であり、療育手帳制度要綱（昭和４８年

９月２８日付厚生省発児第１５６号）の規定による療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がＡ１

又はＡ２の者。 

エ ６５歳未満の者で、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定による身体障害者

手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が１級又は２級の者。 

オ ６５歳未満の者で、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２８日付厚生省発児第１５６号）の規定による

療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がＡ１又はＡ２の者。 

（２） 改造しようとする家屋について、所有権を有する者又は所有権者の承諾を得ている者。 

（３） 当該世帯の生計中心者の前年分の所得税の額が、別表の当該世帯区分に属する者。この場合において

所得税の額とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）及

び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律（昭和２２年法律第１７５号）の規定によっ

て算出された所得税の額をいう。 

（４） 助成金の交付を受けたことがない者。ただし、身体状況等の変化により市長が再度の住宅改造が必要

であると認めた場合はこの限りではない。 

（助成の対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ、洗面所及び台所等、在宅の高齢 

者等が利用する部分の改造工事に要する経費であって、当該高齢者等の安全性及び利便性の向上並びに介 

護者の負担軽減等に効果があると市長が認めたものとする。 

２ 新築、増築及び改築は、助成の対象としないものとする。ただし、改造工事を行うにあたって、構造上増

築又は改築がやむを得ないと市長が認めたときは、増築又は改築のうち、改造部分にかかる経費のみを助



成の対象とする。 

３ 借家、借間等を改造する場合にあっては、その専用部分のみの第１項に該当する改造に要する経費を助成

の対象とする。ただし、現状復帰についての費用は助成の対象にしないものとする。 

（助成基準額） 

第５条 助成金の基準額は、第３条第１号アに該当する者は４０万円、イ、ウに該当する者は７０万円とし、

同号エ又はオに該当する者は９０万円とする。 

（助成金の算定方法） 

第６条  助成金の額は、基準額と対象経費の支出額とを比較して少ない方の額に別表に定める助成率を乗じ 

て得た額（その額に１，０００円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。以下「助成額」という。）と 

する。ただし、第３条第１号エ又はオに該当する者は、介護保険法第４５条の規定による居宅介護住宅改 

修費及び同法第５７条の規定による介護予防住宅改修費（以下これらを「介護保険住宅改修費」という。）  

又は熊本市重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱別表１に規定する住宅改修費（以下「日常生活用 

具住宅改修費」という。）の給付を受けた場合、（助成金の給付時に）介護保険住宅改修費又は日常生活用 

具住宅改修費を助成額から控除する。 

（事前相談） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、当該住宅の改造工事に着手する前に市長に相談するものとする。 

２ 市長は、前項の相談を受けたときは、高齢者等の身体状況、住宅の状況及び世帯の状況等を総合的に勘案

したうえで、個々の特性に配慮した住宅の改造方法について助言を行うものとする。 

３ 前項の助言は、住宅改造居宅介護支援員を派遣することにより行うものとする。ただし、第３条第１号ア

に該当する者ついてはその限りでない。 

（助成金の交付申請） 

第８条 助成金の交付申請は、熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて行うものとする。 

（１） 改造箇所の設計図及び施工前の写真 

（２） 工事費の見積書 

（３） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯である場合は、その旨を証する書類 

（４） 前号以外の世帯である場合は、世帯員全員の前年分の所得税額及び当該年度分の市町村民税額を証す

る書類 

（５） 世帯員全員の住民票の写し 

（６） 改造しようとする家屋の所有権を証する書類 

（７） 改造しようとする家屋について所有権を有しない場合は、家屋の賃貸借契約書の写し及び住宅改造に

関する家主の承諾書。ただし、当該承諾書が得られない事情等がある場合には、市長が必要と認める書

類。 

（８） 住宅改造居宅介護支援員が作成する意見書 

（９） その他市長が必要と認める書類 
（助成金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、 

また必要に応じて実地調査を行うことにより、助成金の交付の可否を決定するものとする。この場合におい

て市長は、必要な条件を付すことができる。 

２ 助成金の交付又は却下の決定通知は、熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付決定通知書（様式第

２号）又は熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金却下決定通知書（様式第３号）により行うものとす

る。 

（工事の着手） 

第１０条 助成金の交付決定を受けた者は、特別な理由がない限り、前条第２項の交付決定通知を受けた後、 

速やかに当該住宅の改造工事に着手しなければならない。 

（改造内容の変更申請等） 

第１１条 助成金交付決定後の改造工事の変更申請は、熊本市高齢者及び障害者住宅改造工事変更申請書（様

式第４号）に第８条第１号、第２号、第７号及び第９号の書類を添えて行うものとする。 

２ 助成金の交付取消又は変更決定の通知は、熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付取消・変更通知

書（様式第５号）により行うものとする。 



（実績報告） 

第１２条 助成金の交付決定を受け、住宅改造の工事を行う者（以下「改造実施者」という。）は、当該住宅の

改造工事が完了した後、速やかに熊本市高齢者及び障害者住宅改造工事完了届（様式第６号）に、次に掲げ

る書類を添えて市長に報告しなければならない。 

（１） 施工業者からの請求書の写し（工事費明細が記載してあるもの） 

（２） 改造工事箇所の施工後の写真 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（工事完了検査） 

第１３条 市長は、前条の規定による工事完了の報告があったときは、当該報告に係る書類の内容を審査し、

また必要に応じて実地調査を行うことにより交付すべき助成額の額を確定し、改造実施者に通知するものと

する。 

２ 介護保険住宅改修費又は日常生活用具住宅改修費の給付を受けた場合は、介護保険住宅改修費又は日常生 

活用具住宅改修費給付決定額の確認後助成金の額を確定するものとする。 

３ 助成金の額の確定通知は、熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付確定通知書（様式第７号）によ 

り行うものとする。 

（助成金の交付） 

第１４条 助成金は前条により確定した額を当該住宅の改造工事完了後に交付するものとする。ただし、第３

条第１号ア又はイに掲げる者で熊本市に居住予定の者については、介護保険法第３６条の規定に基づく申請

をし、かつ認定を受けた後に助成金を交付するものとし、同号ウ又はエに掲げる者で熊本市に居住予定の者

については、世帯員全員の熊本市の住民票により、実際に転居を確認した後に助成金を交付するものとする。 

２ 助成金の交付を受けた者は、助成金を受領した日から３０日以内に、施工業者からの領収書の写しを市長
に提出しなければならない。 

（届出義務） 

第１５条 高齢者等が、助成金の交付決定を受けた後、住宅の改造工事完了前に次のいずれかに該当したとき 

は、当該高齢者等又はその家族は直ちに市長に届け出なければならない。 

（１） 死亡したとき 

（２） 福祉施設等に入所したとき 

（３） 医療機関等において長期入院を要するとき 

（４） その他住宅の改造を必要としなくなったとき 

（補助金の返還等） 

第１６条 市長は、改造実施者が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一

部を取消し、既に交付された助成金の返還を命ずることができる。 

（１） 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき 

（２） 偽りその他不正な手段で助成金の交付を受けたとき 

（３） 助成金を他の用途に使用したとき 

（４） 前条の事由により、住宅を改造する必要がなくなったとき 

（５） この要綱の規定に違反したとき 

（雑  則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成９年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１２年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この要綱による改正後の熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後交付

決定されるものから適用し、同日前に交付決定したものについてはなお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成１５年７月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われた助成金の交付申請であって、施行日前に第

７条に規定する事前相談を終えていたものに係る助成の対象者及び助成基準額については、なお、従前の例

による。 

 

 

別表（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世 帯 階 層 区 分 助成率 対象者 

Ａ 生活保護法による被保護世帯 ３分の３ 第３条第１号ア～オに該当する者 

Ｂ 
Ａ階層を除き世帯の生計中心者の当該年度分の市

町村民税非課税世帯 
３分の３ 第３条第１号ア～オに該当する者 

Ｃ 

Ａ階層を除き世帯の生計中心者が当該年度分の市

町村民税課税であり、世帯の生計中心者の前年分の

所得税の額が、１４万円以下の世帯 

３分の２ 第３条第１号ア～オに該当する者 

Ｄ 

Ａ階層を除き世帯の生計中心者が当該年度分の市

町村民税課税であり、世帯の生計中心者の前年分の

所得税の額が、１４万円を超え２０万円以下の世帯 

２分の１ 第３条第１号アに該当する者 



様式第１号 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

熊 本 市 長  （宛） 

 

（申請者）住   所              

氏   名           印  

電話番号      －       

（対象者との続柄：        ） 

 

 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金の交付を受けたいので、次のとおり申請いたします。 

 

交付を受けようとする助成金の額        

ふりがな  

生年月日 

 

   年  月  日 

歳    
対象者氏名 

 

住宅改造を必要
とする理由 

 

工事箇所 

（１） 玄関   （２）廊下   （３）階段   （４）居室   （５）浴室 

（６） トイレ  （７）洗面所  （８）台所  

（９） その他（                           ） 

改造内容 
 

工事見積額 円 工事面積               ㎡ 

着工予定日    年   月   日 完成予定    年   月   日 

施工業者 
 （住所） 

住宅の状況 

建 築 場 所  

家屋所有者  

土地所有者  

過去の住宅改造費助成金交付の有無 有（     年  月  日） 無 

指定居宅介護支援事業所名 
中・東・西 

南・北 

【添付書類】 

（１） 改造箇所の設計図及び施工前の写真 

（２） 工事費の見積書 

（３） 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯である場合は、保護証明書 

（４） 前号以外の世帯である場合は、世帯全員の前年分の所得税額及び当該年度分の市民税額を証する
書類 

（５） 世帯全員の住民票の写し 

（６） 改造しようとする家屋の所有権を証する書類 

（７） 改造しようとする家屋について所有権を有しないときは、当該家屋の賃貸借契約書及び住宅改造
に関する家主の同意書。 

ただし、当該承諾書が得られない事情等がある場合には、市長が必要と認める書類。 

  （８） 住宅改造居宅介護支援員が作成する意見書 

  （９） その他市長が必要と認める書類 



様式第２号 

 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付決定通知書 

 

 

発 第     号 

年   月   日 

 

住 所 熊本市 

（申請者） 

     氏 名           様 

 

熊本市長          

 

    年  月  日付で交付申請のあった熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金については、熊本市補
助金等交付規則第５条及び熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成事業実施要綱第９条第２項の規定により、次
のとおり決定したので通知します。 

 

助成の対象となる改造
工事個所及び改造の内
容 

 

建 築 場 所 熊本市 

助成金の対象経費                 円 

助 成 金 額                 円 

 

（助成金交付の条件） 

１ 助成対象となる改造工事箇所又は内容等を変更しようとするときは、市長の承認を受けてください。 

２ 助成対象となる改造工事を中止し又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けてください。 

３ 助成対象となる改造工事は、当該年度の３月３１日までに完了してください。 

４ 助成対象となる改造工事完了後３０日以内に、市長へ完了届を提出してください。 

５ 助成対象となる改造工事にあたっては、建築に関する諸法規を遵守してください。 

 

（備考） 

 

１ 助成金は、助成対象となる改造工事完了後、確定された金額を請求により交付します。その際には、本書の
写しを添付してください。 

２ 助成金交付の条件に違反したとき又は不正行為がなされたとき、その他市長が助成金の交付を不適当と認め
たときは、交付を取り消し、若しくは交付決定額を減じて、既に交付されたものについては、返還を命ず

ることがあります。 

３ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査をすることがあります。 

４ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定によりその状況を調査し又は報告を求める
ことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金却下決定通知 

 

 

発 第     号 

年   月   日 

 

住 所 熊本市 

（申請者） 

     氏 名           様 

 

熊本市長          

 

 

   年  月  日付で交付申請のあった熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金については、熊本市補助 

金等交付規則第５条及び熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成事業実施要綱第９条第２項の規定により、審査 

の結果、次のとおり却下することとしたので通知します。 

 

【却下理由】 

 

                                                   

 

                                                   

 

                                                   

 

                                                   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造工事変更申請書 

 

 

年   月   日 

 

熊本市長        （宛） 

 

住 所 熊本市             

（申請者）                     

     氏 名               印 

 

   年  月  日付     発第    号で助成金交付決定通知のあった熊本市高齢者及び障害者住宅 

改造工事については、下記のとおり変更したいので承認を願います。 

 

記  

 

１ 変更内容 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

２ 変更の理由 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

３ 添付書類 

（１） 熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付決定通知書。 

（２） 改造箇所に変更があるときは、その設計図及び施工前の写真。 

（３） 改造工事に要する経費に変更があるときは、工事費の見積書。 

（４） 改造しようとする家屋等について所有権を有しない場合は、変更後の住宅改造に関する家主の同意書。 

    ただし、当該承諾書が得られずやむを得ない事情等がある場合には、市長が必要と認める書類。 

（５） その他市長が必要と認める書類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付取消・変更通知 

 

 

発 第     号 

年   月   日 

 

住 所 熊本市 

（申請者） 

     氏 名           様 

 

熊本市長          

 

   年  月  日付     発第    号で通知した熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金につい
ては、熊本市補助金等交付規則第７条及び熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成事業実施要綱第１１条第２項

の規定により、下記のとおり取消・変更したので通知します。 

 

記  

 

１ 助成金 

   

 

２ 取消・変更の理由 

 

                                                   

 

                                                   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号 

 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造工事完了届 

 

 

年   月   日 

 

熊本市長        （宛） 

 

住 所 熊本市             

（申請者）                     

     氏 名               印 

 

   年  月  日付     発第    号で助成金交付決定通知のあった熊本市高齢者及び障害者住宅

改造工事については、下記のとおり完了したのでお届けします。 

 

記  

 

１ 助成の対象となる改造工事箇所及び改造内容 

 

 

 

 

２ 助成の対象となる工事費総額           

 

 

 

３ 建築場所   熊本市 

 

４ 工事完了日       年   月   日 

 

５ 添付書類 

 （１）施工業者からの請求書の写し（工事明細が記載されているもの） 

 （２）改造工事箇所の施工後の写真 

 （３）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



様式第７号 

 

熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金交付確定通知書 

 

 

発 第     号 

年   月   日 

 

住 所 熊本市 

（申請者） 

     氏 名           様 

 

熊本市長          

 

   年  月  日付     発第    号で通知した熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成金につい

ては、熊本市補助金等交付規則第１０条及び熊本市高齢者及び障害者住宅改造費助成事業実施要綱第１３条の規

定により、下記のとおり確定したので通知します。 

 

記  

 

助 成 金 の 額        

  


